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信書に該当する文書に関する指針（平成15年総務省告示第270号）

1. 目的

この指針は、民間事業者による信書の送達事

業の許可制度を実施するに当たり、許可を要す

る民間事業者の範囲を明らかにするために、郵

便法（昭和22年法律第165号）第5条第2項及び

民間事業者による信書の送達に関する法律（平

成14年法律第99号）第2条第1項に規定された信

書の定義に基づき、信書の考え方を明らかにす

るとともに、信書に該当する文書を分かりやす

く示すことを目的とする。

2. 基本的な考え方

（1） 信書の送達は、国民の基本的通信手段で

あり、その役務を全国あまねく公平に提供

する必要がある。また、信書の送達に当た

っては、日本国憲法第21条第2項で保障す

るところにより信書の秘密が確保されなけ

ればならない。このようなことから、郵便

法及び民間事業者による信書の送達に関す

る法律においては、取扱中に係る信書の秘

密は侵してはならない等の規定を設け、信

書の送達を保護しているものである。

（2） 「信書」とは、「特定の受取人に対し、

差出人の意思を表示し、又は事実を通知す

る文書」と定義されている。

ア 「特定の受取人」とは、差出人がそ

の意思の表示又は事実の通知を受ける

者として特に定めた者のことである。

文書自体に受取人が記載されている場

合には、差出人が「特定の受取人」に

あてたことが明らかであるが、その記

載がないものであっても、受取人が記

載されていない手紙文などのようにそ

の内容から受取人が省かれていること

が分かる場合には、包装に記載された

あて名によって受取人が具体的になる

ことから、「特定の受取人」にあてた

ものとなる。

また、受取人は、民法上の自然人、

法人に限定されるものでなく、法人格

のない団体や組合等も含まれ、一人で

あっても複数人であっても具体的に定

まっていればよい。

イ 「意思を表示し、又は事実を通知す

る」とは、差出人の考えや思いを表し、

又は現実に起こり若しくは存在する事

柄等の事実を伝えることである。

一般的に、個人がその意思を表示し、

又は事実を通知する文書を特定の受取

人に送付する場合は、その文書が信書

に該当することは明らかであるが、同

一内容で大量に作成された文書を個々

の受取人に対して送付する場合であっ

ても、内容となる文書が特定の受取人

に対して意思を表示し、又は事実を通

知するものであれば、信書に該当する。

ウ 「文書」とは、文字、記号、符号等

人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物

のことである。

文書の記載手段は、筆書に限られず、

印章、タイプライター、印刷機、コピ

ー機、プリンター等によるものでもよ

く、また、文書を記載する素材は、紙

のほか木片、プラスチック、ビニール

等有体物であればよい。

なお、電磁的に記録されたフロッピ

ーディスク、コンパクトディスク等は、

そこに記載された情報が、人の知覚に

よって認識することができないもので

あるので、これらを送付しても郵便法

第5条第2項に規定する信書の送達には
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該当しない。

3. 信書に該当する文書の例

（1）書状

書状は、考えや用件などの意思を表示し、

又は事実を通知する文書であるので、差出

人から特定の受取人にその内容を伝えるた

めに送付する場合は、信書に該当する。

（2）請求書の類

請求書は、代金を請求するという意思を

表示し、又は事実を通知する文書であるの

で、差出人から特定の受取人にその内容を

伝えるために送付する場合は、信書に該当

する。

（類例）納品書、領収書、見積書、願書、

申込書、申請書、申告書、依頼書、

契約書、照会書、回答書、承諾書

（3）会議招集通知の類

会議招集通知は、会議への出席を要請す

るという意思を表示し、又は事実を通知す

る文書であるので、差出人から特定の受取

人にその内容を伝えるために送付する場合

は、信書に該当する。

（類例）結婚式等の招待状、業務を報告す

る文書

（4）許可書の類

許可書は、許可するという意思を表示し、

又は事実を通知する文書であるので、差出

人から特定の受取人にその内容を伝えるた

めに送付する場合は、信書に該当する。

（類例）免許証、認定書、表彰状

（5）証明書の類

証明書は、ある事項が真実であることや

間違いがないことの事実を通知し、又は意

思を表示する文書であるので、差出人から

特定の受取人にその内容を伝えるために送

付する場合は、信書に該当する。

（類例）印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄

本、住民票の写し

（6）ダイレクトメール

ア　 商品などの広告を内容として同一内

容の文書を多数の受取人にあてて差し

出す形態をとるいわゆるダイレクトメ

ールについては、その差出人が特定の

受取人を選別し、その者に対して商品

の購入等を勧誘する文書を送付する場

合には、一般的に特定の受取人に対し

て意思を表示し、又は事実を通知する

文書となるので、信書に該当する。

具体的には、文書自体に個々の受取

人が記載されている場合、その記載が

ない場合であっても、商品の購入等利

用関係があることを示す文言や契約関

係等差出人との間において特定の関係

にある者への意思の表示又は事実の通

知である旨の文言その他の差出人が特

定の受取人に差し出す趣旨が明らかと

なる文言が記載されている場合は、信

書に該当する。

イ　 しかしながら、例えばその内容が公

然あるいは公開たりうる事実のみであ

り、専ら街頭における配布や新聞折り

込みを前提として作成されるチラシの

ような場合、専ら店頭における配布を

前提として作成されるパンフレットや

リーフレットのような場合には、それ

らが差し出される場合にも特定の受取

人に対して意思を表示し、又は事実を

通知するという実態を伴わないことか

ら、信書には該当しない。

4. 信書に該当しない文書の例

（1）書籍の類

書籍は、広く一般に対して発行されるも

のであることから、そこに記載された文書

は、広く一般に対して意思を表示し、又は

事実を知らせるものであり、特定の受取人

に対するものではないので、信書には該当

しない。

（類例）新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、
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カレンダー、ポスター

（2）カタログ

ここにいう「カタログ」とは、必要なと

きに商品を選択して注文するためのもの

で、系統的に編さんされた商品、申込方法、

商品の広告等が印刷された商品紹介集（一

般的には冊子としたもの）である。

カタログは、利用者一般に対して発行さ

れるものであることから、そこに記載され

た文書は、広く一般に対して意思を表示し、

又は事実を知らせるものであり、特定の受

取人に対するものではないので、信書には

該当しない。

（3）小切手の類

小切手は、流通性を有する証券であって、

そこに記載された文書は、証券が流通する

際に必要とされる事項を記載したものであ

り、特定の受取人に対して意思を表示し、

又は事実を通知する文書ではないので、信

書には該当しない。

（類例）手形、株券

（4）プリペイドカードの類

プリペイドカードは、金銭の支払手段と

して使用するために発行されるものであ

り、そこに記載された文書は、一般的には

それを使用する際に必要となる注意事項で

あることから、特定の受取人に対して意思

を表示し、又は事実を通知するものではな

いので、信書には該当しない。

（類例）商品券、図書券

（5）乗車券の類

乗車券は、鉄道やバスなどの交通機関に

乗るために発行されるものであり、そこに

記載された文書は、一般的には乗車する際

に必要となる注意事項であることから、特

定の受取人に対して意思を表示し、又は事

実を通知するものではないので、信書には

該当しない。

（類例）航空券、定期券、入場券

（6）クレジットカードの類

クレジットカードは、金銭の支払手段と

しての機能を有する物であるので、そこの

記載文が物と密接に関連している場合に

は、信書には該当しない。

（類例）キャッシュカード、ローンカード

（7）会員カードの類

会員カードは、会員であることを確認す

る等の機能を有する物であり、そこに記載

された文書は、当該カードを使用する際に

必要となる注意事項であることから、特定

の受取人に対して意思を表示し、又は事実

を通知するものではないので、信書には該

当しない。

（類例）入会証、ポイントカード、マイレ

ージカード

5. 添え状・送り状

運送営業者、その代表者又はその代理人その

他の従業者は、その運送方法により他人のため

に信書の送達をしてはならないが、貨物に添付

する無封の添え状又は送り状は、この限りでな

いこととされている（郵便法第5条第3項）。

（1） この規定は、添え状・送り状が受取人や

運送営業者にとって貨物の点検等を行う場

合に有益な文書であり、貨物を送付する際

に添付されることが必要と認められること

から設けられたものである。したがって、

添え状・送り状は、貨物という送付の主体

があって、その送付に関する事項が記載さ

れた文書が従として添えられる場合に限ら

れるものである。

（2） 「添え状」とは、送付される貨物の目録

や性質、使用方法等を説明する文書及び当

該貨物の送付と密接に関連した次に掲げる

簡単な通信文で当該貨物に従として添えら

れるもののことである。

ア　貨物の送付に関して添えられるその処

理に関する簡単な通信文

イ　貨物の送付目的を示す簡単な通信文

ウ　貨物の授受又は代金に関する簡単な通
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信文

エ　貨物の送付に関して添えられるあいさ

つのための簡単な通信文

オ　その他貨物に従として添えられる簡単

な通信文であって、上記アからエまで

に掲げる事項に類するもの

（3） 「送り状」とは、貨物を送付したことを

通知する案内書のことであり、具体的には、

送付される貨物の種類、重量、容積、荷造

りの種類、個数、記号、代価、受取人並び

に差出人の住所及び氏名等当該貨物の送付

に関する事項が必要に応じて記載されたも

ののことである。

6. その他

本指針で掲げた信書に該当する文書等の例

は、現状での具体的な事例を踏まえたものであ

るが、今後の信書の利用状況に応じて、これを

見直し、新たな例の追加等を行うものとする。


